
第28年度 第3回中野区入札監視委員会議事録概要

１ 開催日時・場所 

【緊急の開催のため、持ち回り開催とした】 

武藤委員長 平成28年11月８日（火）16：30～17：30  区役所9階応接室 

大谷委員   

只腰委員   

平成28年11月4日（金）13：30～14：30 区役所9階応接室 

平成28年11月７日（月）14：30～15：40  委員勤務先応接室（新宿区） 

2 出席者 

委 員    武藤 博己（委員長）、大谷 典孝（委員）、只腰 憲久（委員） 

事務局   石橋 一彦（副参事経理担当） （契約担当係長 田村） 

3 議事 

（1）設計・施工一体型契約発注にかかる総合評価方式の実施について 

① 対象案件の競争入札の実施にあたり、総合評価方式（簡易型）の落札者決定

基準（評価項目及び評価点等）を資料１のとおり定めること。

② 当該落札者決定基準に基づく落札者の決定にあたっては、改めて学識経験

者の意見を求めず落札者を決定すること。

4 議事内容（主な意見等） 

委員の主な意見・質問等 区の説明・回答 

－ 

本打ち合わせの目的、本件の概要、位置、

件名、日程、建築面積、評価項目変更の目

的などについて説明した。 

－ 

   対象案件の競争入札の実施にあたり、総合

評価方式（簡易型）の落札者決定基準（評

価項目及び評価点等）を資料１のとおり定め

ることについて説明した。 

－ 

   施工上の工夫、周辺住民への配慮、下水道

局の施設との関係の３項目について、計２７

点とした評価を行うことなどを説明した。 

提案を判断する区の体制をしっかりさせるべ

きである。 

区の技術部門で適切な審査を行う。 



下水道施設との関連部分を評価する項目は

あるか。 

ある。評価項目の３―③が該当している。 

 

後になってトラブルがないように評価項目を

しっかり強調して周知し、また、工事の実施

にあたっては、適切に監理していかれたい。 

評価項目の周知及び工事の実施にあたっ

ては、確実に行っていく。 

 

標準型は、どのような案件を想定しているの

か。 

大規模でかつ、新しい工法を必要とするよう

な、技術検討を行う案件を想定している。 

   価格点以外と価格点は、どのような割合とな 

るのか。 

   従来の簡易型では、価格点以外と価格点が

概ね2:1であるが、今回については概ね3:1と

して行う。 

   同時期に大規模な発注があると、参加状況

が変わってくる。同時期に大規模な発注は

あるか。 

  同時期に大規模な発注は予定していない。 

   周辺住宅地への工事影響を配慮する項目

はあるか。 

   主として別表（3）の９点がそれにあたる。 

   プレゼンテーションのような、対面してのやり

取りはあるか。なければ、今後、検討された

い。 

   総合評価の仕組みとしては今回は入れてい

ない。 

   技術上のこともあるが、近隣対応などが単な

る作文に終わらないよう、対面してのヒアリン

グ（プレゼンテーション）の活用についても今

後の事業において検討されたい。 

今後のしくみの見直しの中で検討していく。 

価格点以外の部分の評価を上げることにつ

いては妥当であると考える。 

  従来の簡易型では、価格点以外と価格点が

概ね2:1であるが、今回については概ね3:1と

して行う。 

下水道局部分の評価が難しいのではない

か。 

  評価基準を作成し、区の技術部門で評価を行

う。またアドバイザリーによるアドバイスも受け

つつ取り組んでいる。 

東京都は４割が１社入札という報道もある。

どのような対策を考えているのか。 

  参加希望者が２社に満たない場合について

は再度募集することを考えている。 

 

5 結果 

 「3 議事」の(1)の①及び②について、委員から了承を得た。 

 





























1 

 

【案】 

 

 

平和の森公園新体育館整備事業に係る総合評価方式について【簡易型(設計・施工一体型)】 

 

 

 

入札公告番号  

件名  

 

 

 

 

 

 (目的) 

第 1条 本規定は、中野区が発注する表記の設計施工一体型発注工事において、安定的な品質

の確保と不良不適格企業の参入の防止を図るため、一般競争入札において、入札価格及び入

札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)

を実施するに当たり、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、

地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)及び中野区契約事務規則(昭和 39年中野区

規則第 23 号。以下「規則」という。)、中野区総合評価方式実施要綱に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 配置予定技術者 総合評価方式により実施する工事(以下「総合評価工事」という。)に配

置をする予定の建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 26条第 1項に定める主任技術者又は同

条第 2項に定める監理技術者をいう。 

(2) 工事成績 中野区工事成績評定要領(2004年中野区要領第 131号)第9条の規定により記録

された工事成績評定表における総評定点をいう。 

(3) 評価選定委員会 規則第 41条の 2の規定に基づき設置された委員会をいう。 

(総合評価方式による工事契約案件の選定及び実施類型) 

第 3条 本規定により実施する契約案件は、評価選定委員会において選定する。 

2前項により選定された契約案件については、次の類型で実施するものとする。 

（1）簡易型 （設計・施工一体型） 

設計・施工一体型発注の工事において、企業の技術力及び信頼性・社会性を評価項目とし

た評価点及び、図面、要求水準書等に示した設計施工方法に基づき入札に参加する者が作成

した設計施工計画をもって評価し落札者を決定する方式 

 (学識経験者の意見聴取) 

第 4条 区長は、総合評価方式を実施しようとするときは、政令第 167条の 10の 2第 4項及
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び第 5項の規定に基づき、学識経験を有する者の意見を聴く。 

(入札公告) 

第 5条 区長は、総合評価方式を実施しようとするときは、規則第 9条第2項の規定に基づき、

入札公告を行う。 

(書類の提出等) 

第 6条 区長は、総合評価方式に係る入札に参加する者に対し、次に掲げる書類を提出させる

ものとする。 

(1) 評価点申告書(第 1号様式) 

(2) 設計施工計画書(第 2号様式)及び工程表（第 3号様式） 

(3) 前 3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

2 落札者の決定に係る評価は、前項の規定により提出された書類に基づき行う。 

3 提出された書類の内容の変更、差替え及び再提出は、認めない。ただし、配置予定技術者

の死亡等やむを得ない事由がある場合を除くものとする。 

4 第 1項第 1号の書類に記載された配置予定技術者は、工事完了までの間は前項に規定する

場合のほかは変更することができないものとする。 

(設計施工計画の審査等) 

第 7条 前条第 1項第 2号及び第 3号の書類の審査は、規則第 41条の 2の規定に基づき、評

価選定委員会において行う。 

2 前項の審査に当たって必要があると認めるときは、入札に参加する者から説明を求めるこ

とができる。 

(企業の施工能力の評価に係る算定方法) 

第 8条 企業の施工能力の評価に係る算定方法は、次の各号に掲げる評価項目に応じ、当該各

号に定める方法により算定する。 

(1) 同種工事の施工実績 総合評価工事と同一の業種の工事で、総合評価工事の発注年度及び

過去 3年度に完了した当該工事の施工実績による。 

(2) 中野区発注の工事成績 総合評価工事の発注年度及び過去 3年度に完了した中野区が発注

した工事に係る工事成績のうち、直近 2件の総合評価工事と同一業種の工事に係る工事成績

の平均値とする。ただし、総合評価工事の発注年度及び過去 3 年度に完了した工事の工事成

績が 3件に満たない場合は、当該不足する工事成績件数 1件につき 60点として算定する。 

(3) ISO9000シリーズの取得実績 ISO9000シリーズ取得について、東京電子自治体共同運営

電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)に登録されたものにより評価点を算出

する。 

(4) 環境マネジメントシステムの取得実績 ISO14001 又はエコアクション 21 のいずれかの

取得について、電子調達サービスに登録されたものにより評価点を算出する。 

(配置予定技術者の能力の評価に係る算定方法) 

第 9条 配置予定技術者の施工能力の評価に係る算定方法は、次の各号に掲げる評価項目に応

じ、当該各号に定める方法によるものとする。 

(1) 配置予定技術者の保有資格 総合評価工事の建設業法上の業種の資格について評価し算

定する(複数の資格を取得している場合については、一の資格についてのみ評価し算定する。)。 

(2) 配置予定技術者の勤続年数 第 6条第 1項の書類の提出時点において当該配置予定技術者
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が所属する会社における勤続年数により評価し算定する。 

(3) 配置予定技術者の工事成績 総合評価工事の発注年度及び過去 3年度に完了した中野区が

発注した工事に係る工事成績のうち、総合評価工事と同一の業種で、配置予定技術者が監理

技術者又は主任技術者として従事した直近 1件の工事成績とする。ただし、総合評価工事の

発注年度及び過去 3年度に完了した工事の工事成績がない場合は、60点として算定する。 

(地域・社会貢献に関する評価に係る算定方法) 

第 10条 地域・社会貢献に関する評価に係る算定方法は、次の各号に掲げる評価項目に応じ、

当該各号に定める方法によるものとする。 

(1) 営業拠点の所在地 中野区内に本店を置き営業する者を区内業者とし、中野区外に本店を

有し、中野区内に支店、支社等の営業所を置いて営業するもののうち、中野区建設工事等競

争入札参加者の準区内業者取扱基準(23中経理第 1038号 2012年 1月 5日経営室長決定)第 3

条の要件を満たす者を準区内業者として評価し算定する。 

(2) 防災協定の締結の有無 協定書等により締結された協定により評価し算定する。 

(3) 障害者の雇用状況 電子調達サービスに登録された障害者の雇用状況により評価し算定

する。 

(4) 高齢者の雇用状況 電子調達サービスに登録された高齢者の雇用状況により評価し算定

する。 

(5) 男女共同参画の状況 就業規則への育児・介護休業制度の記載の有無により評価し算定す

る。 

(設計施工計画の評価に係る算定方法) 

第 11条 設計施工計画の評価に係る算定方法は、「設計・施工一括発注の特徴を踏まえた取組」、

「工事中における周辺住民の生活環境に配慮した取組」、「地下架構の施工計画及び下水道局

との調整」の項目により評価し算定する。 

(設計施工計画に係る設計変更) 

第 12条 設計施工計画の記載内容に基づく設計変更は行わないものとする。 

(施工計画の履行確認) 

第 13条 設計施工計画の履行確認は、監督員が現場監督業務において行うものとする。 

2 前項の確認において、不履行を確認した場合は、当該総合評価工事に係る評価選定委員会

を開催し、報告を行うものとする。 

3 評価選定委員会は、前項の報告を受けたときは、その処理方針の検討を行うものとする。 

(落札者の決定) 

第 14条 落札者は、次の要件に該当する者のうち、前条までの規定により算定して得られた

評価点及び入札価格から算出した価格点の合計点が最も高い者とする。 

(1) 入札価格が予定価格の範囲内にあること。 

(2) 入札価格が当該調査基準価格以上であるか、又は低入札価格調査の結果、当該総合評価

事業が履行可能と判断されたものであること。 

(3) 最低限順守すべき要件が提示されている場合には、総合評価事業に係る施工計画が当該

要件をすべて満たしていること。 

(4) 当該総合評価に係る入札を辞退していないこと。 

2 評価点及び価格点の合計点が最も高い者が 2人以上あるときは、くじにより落札者を決め



4 

 

る。 

(評価内容の担保) 

第 15条 落札者の決定に反映された評価内容に基づく履行ができなかった場合、落札者に対

し、契約金額の減額、損害賠償の請求又は工事成績の減点の対象とすることができる。ただ

し、第 6条第 3項に該当する場合で、評価の内容に変更がないときはこの限りではない。 

 (設計施工計画の取扱い) 

第 16条 設計施工計画書等の内容は中野区区政情報の公開に関する条例に基づき情報公開請

求があった場合については条例に基づき原則として公開とする。 

 (評価結果の公表) 

第 17 条 評価結果については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成

12 年法律第 127 号)の規定に基づき契約締結後に行う入札結果の公表とあわせて、当該総合

評価事業に係る評価点及び価格点を公表するものとする。 

(様式の定め) 

第 18条 第 1号様式から第 3号様式までの様式については、別に定める。 

(補則) 

第 19条 中野区総合評価方式実施要綱と本規定が異なる点については、本規定を優先する。 
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評価

点
配点

2

1

0

-5～5 5

2

1

0

0～9 9

0～9 9

0～9 9

2

1

0

3

2

1

0

2

1

0

3

2

0

1

0

法定雇用率を超える雇用有り

雇用有り

雇用有（法定雇用率以下の雇 用） 1

0

1

0

1

0

51

□価格点

５０×（１－入札価格÷予定価格）

評価分類 評価項目 評価内容 評価基準

企

 

業

 

の

 

技

 

術

 

力

同種工事の施工実績
発注年度及び過去3年度に完了した同種工

事 の施工実績

国・都・区等の公共機関での実績有り

設計・施工一括発注の特徴を踏

まえた取組

工期短縮を考慮した工程管理を行うための

設計・施工計画、配置技術者及び組織体

制、品質・安全確保の取組等

別表(2)のとおり

配

置

予

定

技

術

者

の

能

力

配置予定技術者の保有資格 配置予定技術者が保有する資格

１級技術者

配置予定技術者の工事成績

（中野区発注の工事成績）

同種工事における配置技術者の今年度及

び過去３年度の工事成績評定点（直近1件）

６５点以上

地下架構の施工計画及び下水

道局との調整

地下に将来設置予定の下水道施設の建設

を想定した地下架構の工夫等について
別表(4)のとおり

工事中における周辺地域の生

活環境に配慮した取組

工事車両の安全運航、工事騒音・振動・粉

塵抑制の取組、近隣住宅等のプライバシー

及び防犯への配慮等

別表(3)のとおり

2

実績無

中野区発注の工事成績
発注年度及び過去3年度の工事成績評定点

の平均点（直近２件の平均点）
別表(1)のとおり

ＩＳＯ９０００シリーズ 環境マネジ

メントシステム

ＩＳＯ９０００シリーズの取得 環境マネジメント

システムの取組み

※環境マネジメントシステムとはＩＳＯ１４００

１の取得またはエコアクション２１の認証・登

録を受けていることを言う。

ISO9000シリーズの取得、環境マネジメン ト

システムの取組みのいずれも有り

2ISO9000シリーズの取得、環境マネジメン ト

システムの取組みのいずれか一つ有り

未取得

2
法定義務の無い企業

法定義務のある企業

雇用無し

2２級技術者

その他の技術者

配置予定技術者の同種工事等

の施工実績
配置予定技術者の同会社での勤務経験

３年以上

3
２年以上３年未満

1年以上２年未満

1年未満

2６１点～６５点未満

６１点未満

企

 

業

 

の

 

信

 

頼

 

性

 

・

 

社

 

会

 

性

地

 

域

 

・

 

社

 

会

 

貢

 

献

営業拠点の所在地

営業拠点 本店又は営業所（中野区建設工

事等競争 入札参加者の準区内業者取扱基

準による 準区内業者としての取扱いを受け

る営業 所）

区内に本店有り

3区内に営業所有り

区内に本店・営業所なし

災害協定に基づく活動 地域社会への貢献 災害協定の有無
中野区と災害協定有り

1
中野区と災害協定無し

障害者の雇用状況

雇用期間１年以上の者を対象

※法定雇用率2.0％以上

□法定義務のある企業（従業員50名以上）

法定義務のある企業

2

1
雇用無し

男女共同参画の状況
育児・介護休業制度の有無

※就業規則への記載

あり
1

なし

加算点は建築役割を果たす構成員の点数に請け負い比率を乗じた点数を合計したものとす

る。ただ下線部については除く。
合計点

平和の森公園新体育館整備事業　総合評価方式【簡易型（設計・施工一体型）】　評価点及び価格点の算定方式

公共機関での実績は無いが民間での実績有り

企

 

業

 

の

 

設

 

計

 

施

 

工

 

能

 

力

高齢者の雇用状況 雇用期間１年以上の者を対象
雇用有り
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□別表（１）　工事成績表

□別表(2)

3 2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

□別表(3)

3 2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

□別表(4)

3 2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

（評価点の考え方）

3  ：  考慮すべき事項が適切に記述され、特筆する記述があった。

2  ：  考慮すべき事項が適切に記述されている。

１  ：  一般的な記述にとどまっている。

０  ：  仕様書にそった所見が記述されていない。

地下架構の施工計画及び下水道局と
の調整

設計施工計画評価点

評価点 配点

１  既存地下構築物との取合い調整

０～９
２  接地レベル、支持地盤等が異なる事によ
る片土圧等への対策

３  将来設置予定の下水道施設建設を想定し
た地下架構の工夫及び調整

1

６４点～６７点 2

６８点～７０点 3

１  工期短縮を考慮した工程管理を行うため
の設計・施工計画

０～９
２  配置技術者及び組織体制

３　施工時の品質、安全の確保に有用な取
組

７５点以上 5

工事中における周辺地域の生活環境
に配慮した取組

設計施工計画評価点

評価点 配点

１  工事車両の安全運航

０～９
２  工事の影響による騒音、振動及び粉塵の
抑制についての取組

３  公園利用者、近隣住民等の調整に関する
事項

評価内容 評価基準 配点

企
 

業
 

の
 

施
 

工

 
能

 
力

工事成績評点 の平均点

（今年度及び過去３年度）

５４点以下 -5

５５点～５６点 -3

５７点～５９点 -2

６０点～６１点 0

６２点～６３点

７１点～７４点 4

設計・施工一括発注の特徴を踏まえた
取組

設計施工計画評価点

評価点 配点


